
 

 

 川崎市保育園条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和 ８ 年 ３ 月３１日 

 

       川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市規則第３８号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



川崎市保育園条例施行規則の一部を改正する規則 

川崎市保育園条例施行規則（昭和６２年川崎市規則第４３号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２条の表を次のように改める。 

名 称 定 員 

川崎市東小田保育園 ９０名 

川崎市藤崎保育園 １１５名 

川崎市古川保育園 １３０名 

川崎市河原町保育園 １９５名 

川崎市夢見ケ崎保育園 ８５名 

川崎市中丸子保育園 ６５名 

川崎市下小田中保育園 ８５名 

川崎市蟹ケ谷保育園 ８５名 

川崎市津田山保育園 １２０名 

川崎市梶ケ谷保育園 １１５名 

川崎市菅生保育園 １２０名 

川崎市中有馬保育園 １１０名 

川崎市生田保育園 ９５名 

川崎市菅保育園 ９０名 

川崎市上麻生保育園 ８５名 

川崎市高石保育園 ８５名 

川崎市白山保育園 １１５名 

 第３条の表中「９名」を「７名」に改める。  

附 則  



この規則は、令和８年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


